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令和４年障害者総合支援法等の一部改正による精神保健福祉法の改正概要
（令和４年１２月１６日公布）

【公布日（令和４年１２月１６日）施行】
・ 目的規定における権利擁護の明確化

【令和５年４月１日施行】
・ 患者に対し身体に対する暴力等を行った者等を「家族等」の範囲から除外。
・ 医療保護入院等の患者及びその家族等に対し、書面での入院理由等の告知を義務化。

【令和６年４月１日施行】
（医療保護入院の入院手続等に関する事項）
・ 入院期間を法定化し、一定の要件を満たす場合は、入院期間を更新できる。
・ 家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場合は、市町村長同意の依頼ができる。
・ 地域援助事業者の紹介を義務化。

（措置入院者の退院促進措置等に関する事項）
・ 退院後生活環境相談員の選任及び地域援助事業者の紹介を義務化。
・ 措置入院時の精神医療審査会での審査の実施。

（入院者訪問支援事業に関する事項）
・ 都道府県等は、市町村同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望に応じ、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を
役割とした訪問支援員による支援を行う事業を実施できる。

（虐待の防止に関する事項）
・ 精神科病院における虐待防止措置の義務化。
・ 精神科病院の業務従事者による虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化。

（精神保健に関する相談支援体制の整備に関する事項）
・ 都道府県等が実施する相談支援について、日常生活に係る精神保健に課題を抱える者も支援対象に加える。
・ 都道府県は、市町村の精神保健に関する相談支援に関し、必要な援助を行うよう努める。 1



入院者訪問支援事業が創設された経緯

○ 入院中の患者に対する意思決定及び意思の表明支援に関しては、代弁を含む実効性のある支援の在り方やその手
法について、これまで様々な検討の場や研究事業等を通じて議論が重ねられてきた。

平成25年６月13日成立
平成25年６月19日公布

平成25年精神保健福祉法改正 附則第八条
「政府は（中略）精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定
及び意思の表明についての支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」

平成24～27年度 障害者総合福祉推進事業においてモデル事業実施
平成29年2月8日 「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書

「医療保護入院や措置入院は、疾患による判断能力の低下により、治療に結びつきにくい
精神疾患のある患者について、本人の同意に基づかない入院により治療を行う制度である
が、こうした制度の特性上、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行
うことを検討することが適当である」

令和元年度～3年度 地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究
「精神障害者の意思決定及び意思表明支援に関する研究」（研究分担者：藤井千代）

令和４年６月９日 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書
人権擁護の観点から、精神科病院に入院する患者を訪問し、相談に応じることで、医療機
関外の面会交流を確保することが必要である。（当初は市町村長同意による医療保護入院
者を中心に、精神科病院の理解のもと実施）

令和４年12月10日成立
令和４年12月16日公布

令和４年障害者総合支援法等の一部改正による精神保健福祉法の改正 第三十五条の二
入院者訪問支援事業の創設

令和４年度～６年度 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する政策研究
「 精神障害者の権利擁護に関する研究」（研究分担者：藤井千代）
・入院者訪問支援事業創設を受け、研究成果に基づいた研修のあり方、講義資料の提案
・事務局及び訪問支援員のフォローアップ等についての検討 2



○ 精神科病院で入院治療を受けている者については、医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすくなることを踏まえ、
入院者のうち、家族等がいない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として、面会交流の機会が少ない等の理由によ
り、第三者による支援が必要と考えられる者に対して、希望に応じて、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を役割とした
訪問支援員を派遣するもの。

○ 実施主体は都道府県、政令指定都市（以下「都道府県等」という。）

【訪問支援員】
○ 都道府県知事が認めた研修を修了した者のうち、都道
府県知事が選任した者

○ 支援対象者からの求めに応じて、入院中の精神科病院
を訪問し、支援対象者の話を誠実かつ熱心に聞く（傾
聴）ほか、入院中の生活に関する相談や、支援対象者が
困りごとを解消したり、希望する支援を受けるためには
どうすれば良いのかを対象者に情報提供する。

第三者である訪問支援員が、医療機関外
から入院中の患者を訪問し支援

面会交流、支援
傾聴、生活に関する
相談、情報提供 等

第三者による支援が必要

※2人一組で精神科
病院を訪問

精神科病院

【支援対象者】
（１）市町村長同意による医療保護入院者で
あって、本事業による支援を希望する者

（２）地域の実態等を踏まえ、（１）と同等
に支援が必要として都道府県知事が認め、
本事業による支援を希望する者

都道府県等による選任・派遣

（留意点）
・令和6年度より法定事業として位置づけ。（守秘義務等）
・訪問支援員について、特段の資格等は不要。※研修修了は義務
・訪問支援員が対象者に代わって対象者の困りごとを解決することや、
訪問支援員が医療・介護・障害福祉サービスの利用を調整したりサービ
スを自ら提供することは、本事業の支援として意図するものではない。

【入院者訪問支援事業のねらい】
医療機関外の第三者が、支援対象者と会話を交わし、支援対象者

の話を傾聴することにより、様々な思いを受け止め、対象者が自ら
の力を発揮できるよう、対象者の立場に立って寄り添うもの。

※入院者の求めに応じて、都道府県等が派遣を調整

【精神科病院に入院する方々の状況】
医療機関外の者との面会交流が特に途絶
えやすく、
・孤独感や自尊心の低下
・日常的な困りごとを誰かに相談するこ
とが難しい、支援を受けたいが誰に相
談してよいかわからないといった悩み
を抱えることがある。

誰かに相談し
たい、話を聞
いてほしい

孤独感、
自尊心
の低下

精神科病院に入院している支援対象者の自尊心低下、孤独感、日常の困りごと等の解消が期待される。

入院者訪問支援事業
令和6年度予算額 令和７年度予算額

     187,569千円 → 187,569千円
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入院者訪問支援事業の実施に向けてご留意いただきたいこと

○ 本事業の趣旨及び目的は、支援対象者の求めに応じ、訪問支援員が話を誠実かつ熱心に聞く（傾聴）ほか、入
院中の生活に関する相談や、必要な情報提供等を行うことである。

○ 事業の実施及び体制を検討する際には、精神科病院や市町村をはじめとする地域の各関係機関と連携・協力の
上で体制整備を進めることが重要。

4

（入院者訪問支援事業）

第三十五条の二 都道府県は、精神科病院に入院している者のうち第三十三条第二項の規定により入院した者そ
の他の外部との交流を促進するための支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援
員（都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者のうちから都道府県知事が選任し
た者をいう。次項及び次条において同じ。）が、その者の求めに応じ、訪問により、その者の話を誠実かつ熱心
に聞くほか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供その他の厚生労働省令で定める支援を行う事業（第
三項及び次条において「入院者訪問支援事業」という。）を行うことができる。

２ （略）

３ （略）

（支援体制の整備）

第三十五条の三 入院者訪問支援事業を行う都道府県は、精神科病院の協力を得て、精神科病院における入院者
訪問支援員による支援の在り方及び支援に関する課題を検討し、支援の体制の整備を図るよう努めなければなら
ない。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）



○ 都道府県は、精神保健福祉法第35条の２に基づき、訪問支援員の業務を適正に行うために必要な知識・技能等を修得するた
めの研修を実施する。

○ 都道府県知事が行う研修は、①精神保健、医療及び福祉の現状及び課題、②入院者訪問支援事業の概要、③入院者訪問支援員として
必要な技能についての講義及び演習とする。

○ 研修を修了した者のうち、都道府県知事が選任した者を入院者訪問支援員と定める。

訪問支援員養成研修 ・訪問支援員としての活動を希望する者が対象
・講義：５時間程度（オンライン受講可）
・演習：６時間程度（原則、対面で実施）
・実施主体：都道府県等
・内容：省令及び通知に準拠

訪問支援の意義や訪問支援員の役割等を理解した上で、訪問支
援員として必要な基本的知識を習得する

【講義】

【演習】
講義で得られた基本的知識を基礎としつつグループワーク

やロールプレイ等を通じて訪問支援員として必要とされるよ
り実践的な知識や技能を習得する

自自治体以外で開催された養成研修修了者を、入院者訪問支援員として選任する場合について
○ 都道府県知事が認めた研修を修了した者について、入院者訪問支援員として選任することが可能。
○ 自自治体以外で開催された養成研修の修了者（※）を入院者訪問支援員として選任する場合は、当該修了者の受
講確認を行うほか、受講した養成研修の内容が、都道府県知事が行う研修の内容を定めた精神保健福祉法施行規則
第18条の２第１号から第３号までの内容が盛り込まれたものであり、かつ自自治体で行う養成研修の内容に準拠し
ているか等の確認を行ったうえで選任することが望ましい。

※ 具体例：県外から転入してきた他都道府県等の養成研修修了者、同一県内の指定都市で開催された養成研修修了
者、圏域をまたぐ派遣を行う場合の他都道府県等の養成研修修了者、令和５年度実施の国の養成研修修了者等

訪問支援員養成研修の概要

5
※研修資料については以下のHPに掲載済（QRコードからもアクセス可能）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00004.html



講 義 名 内 容

講義

入院者訪問支援事業の概要

入院者訪問支援事業の概要

入院者訪問支援の意義と目的

入院者訪問支援の役割

精神障害者の権利

精神医療の現状と課題

精神科病院管理者が入院者訪問支援事業に期待すること

入院している人の体験 入院している人が体験すること

入院者訪問支援事業の実践
入院者訪問支援の実践

入院者訪問支援員が知っておくべき資源

演習

当事者の体験の共有

ロールプレイ

グループワーク

○ 講義はオンラインでの受講を可能とし、所要５時間程度とする
○ 演習は原則対面で行い、所要６時間程度とする

※研修資料については以下のHPに掲載予定（QRコードからもアクセス可能）
入院者訪問支援事業 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00003.html

訪問支援員養成研修カリキュラム
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①面会希望

精神科病院
退院後生活環境相談員
その他の職員等

電話・手紙等

面会日連絡

訪問支援（面会交流の実施）

②面会日の調整

④実施報告

都道府県等

②登録者から訪問支援員２名
を
選任し面会日を調整する

④訪問支援員より面会の報告
を受ける

市
町
村
長
同
意
に
よ
る
医
療
保
護
入
院
者
等

③
日
程
の
連
絡

都道府県等
又は

委託先の事業所

事務局

① 入院者本人もしくは、市町村
長同意の担当者又は精神科病院の
退院後生活環境相談員等を経由し、
面会希望の連絡を受ける

③ 必要に応じて精神科病院の退院後
生活環境相談員やその他の職員等の
協力を得ることで、できる限り支援
対象者の希望に添えるよう、訪問支
援員の派遣調整を行う。

訪問支援員は、2人一組（※）で
     精神科病院を訪問し、面会交流を行う

（※）ペアで訪問をする事で互いにフォローができ
     緊張感の緩和につながることが先行事例から
       示されている。

また、訪問支援のスキルアップのためには
 経験の少ない者と経験を重ねた者によるペア
            での実施が効果的とされている。

訪問支援員

訪問支援員派遣の流れ
○ 入院者から訪問支援員との面会希望があった場合に、派遣調整を行う。
○ 本人以外の者からの依頼については、本人の意向であることを確認した上で派遣調整を開始する。
○ 事務局は、支援対象者の意向を確認した日付及びその方法等については、個別に記録しておくこと。
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市町村担当者

○ 都道府県等は、市町村に対し、市町村長同意による医療保護入院者との面会時に当該事業を入院者に紹介
   するよう依頼する。
○ 都道府県等は、精神科病院に対し、退院後生活環境相談員等から入院者に対して当該事業を紹介することや、
啓発資材の掲示等により入院者に常時当該事業の周知を図ることを依頼する。

市町村

・ＨＰ等での広報

厚生労働省

・市町村に対し、市町村長同意の入院者への面会時に本事業を紹介するよう依頼する

・精神科病院に対し、入院者へ退院後生活環境相談員やその他の職員等から本事業を紹介することや、

啓発資材の掲示等により当該事業の周知を図るよう依頼する。

・市町村長同意後の入院者との面会時

にリーフレット等を用いて本事業

を紹介する

・退院後生活環境相談員の選任の挨拶時や
日々の支援の中でリーフレット等を用いて
本事業を紹介する

・本事業の紹介・周知のための院内掲示を行う

市町村長同意
入院患者等 退院後生活環境相談員等

精神科病院

都道府県等

入院者への事業周知
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【目 的】
  運営を管理する者及び訪問支援を受け入れる医療機関と訪問支援を行う者が、実施要領や事業計画の策定、実務者会議
から報告される事業の実施状況や課題等をもとに事業の進め方について検討や見直しを図る場とする。

【実施主体】 都道府県等の主管課を中心とする
  都道府県等の協議の場（地方精神保健福祉審議会、自立支援協議会、地域移行を推進する部会等）の活用を可能とする。

【参加者】
   都道府県等主管課、精神保健福祉センター、保健所、当事者、当事者家族、精神科病院協会等の関係団体、その他有識
者等

推進会議

実務者会議
【目 的】
訪問支援員や訪問支援を受け入れる精神科病院の関係者等が、定期的に事業実施においての具体的な課題や支援のあ

り方等について協議し、その結果については適宜、推進会議へ報告する等、事業の円滑な推進と、更なる充実を図る場
とする。

【実施主体】 都道府県等の主管課を中心とする
（運営事務については委託を可能とするが、都道府県等事業担当者の会議への参加は必須とする）

【参加者】
都道府県等主管課、委託先事業者、訪問支援員、精神科病院等の関係者、市町村実務担当者（市町村同意に係る部署、

及び医療保護入院患者の支援に係る部署の担当）、その他の当該事業に係る者等

○ 都道府県等は、本事業を円滑に進めるため、事業の実施内容の検討や見直し等を行い、関係者の合意形成を図るため
の会議体及び事業の円滑な推進と更なる充実を図ることを目的として、実務者が協議するための会議体を設置する。

進め方の検討・見直し

事業の推進と更なる充実

本事業に係る会議
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（参考）令和６年度入院者訪問支援事業運営研修

※令和６年度の研修資料については以下のHPに掲載（QRコードからもアクセス可能）
入院者訪問支援事業 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00005.html

○ 令和６年８月５日に、入院者者訪問支援事業の開始に向けて、各自治体における円滑な事業運営のために必要な
業務等を習得するための研修を開催しました。
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入院者訪問支援員養成研修実施状況（都道府県、指定都市）

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木
群馬

埼玉

千葉
東京
神奈川

新潟

富山
石川

福井
山梨

長野

岐阜

静岡愛知

三重

滋賀京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取
島根県

岡山
広島

山口
徳島

香川

愛媛 高知福岡
佐賀

長崎 熊本

大分

宮崎

鹿児島
沖縄

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

川崎市

横浜市

相模原市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

神戸市

堺市

新潟市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

大阪市

熊本市

令和６年中に実施済み

令和７年度中に実施予定

令和８年度以降の
実施を検討中

29

15

３

10

8

２

･･･

･･･

･･･

都道府県指定都市

出典：自治体から提出された実施状況（速報値）を基に障害保健福祉部精神・障害保健課にて作成

※令和７年３月31日時点
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入院者訪問支援員派遣状況（都道府県、指定都市）

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木
群馬

埼玉

千葉
東京
神奈川

新潟

富山
石川

福井
山梨

長野

岐阜

静岡愛知

三重

滋賀京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取
島根県

岡山
広島

山口
徳島

香川

愛媛 高知福岡
佐賀

長崎 熊本

大分

宮崎

鹿児島
沖縄

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

川崎市

横浜市

相模原市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

神戸市

堺市

新潟市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

大阪市

熊本市

令和６年中に実施済み

令和７年度中に実施予定

令和８年度以降の
実施を検討中

20

17

10

10

５

５

･･･

･･･

･･･

都道府県指定都市

出典：自治体から提出された実施状況（速報値）を基に障害保健福祉部精神・障害保健課にて作成

※令和７年３月31日時点
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令和７年度全国ブロック会議（入院者訪問支援事業）

※令和７年度ブロック会議資料については、
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」サイトに掲載
（QRコードからもアクセス可能）
https://nimohoukatsu.mhlw.go.jp/achv/539.html 

○ 全国で７ブロック（精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築は８ブロック）に分かれて会議を開
催し、各自治体において入院者訪問支援事業について円滑な事業実施が行えるよう、横展開の場、都道府県
等同士の互助関係を構築する場として、各自治体における事例発表や意見交換を行った。

13

・東北ブロック：令和７年７月30日（水）

・北関東・北陸・信越ブロック：令和７年７月８日（火）

・南関東・東京ブロック：令和７年７月24日（木）

・東海ブロック：令和７年８月４日（月）

・近畿ブロック：令和７年10月29日（水）

・中国・四国ブロック：令和７年７月２日（水）

・九州・沖縄ブロック：令和７年８月28日（木）

実践報告（事前課題動画）
・静岡県
・札幌市

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城
栃木群馬

埼玉
千葉東京

神奈川

新潟

富山石川
福井

山梨
長野

岐阜

静岡愛知

三重

滋賀京都

大阪
兵庫

奈良

和歌山

鳥取
島根県 岡山
広島

山口
徳島

香川
愛媛高知福岡

佐賀

長崎 熊本
大分

宮崎
鹿児島 沖縄

https://nimohoukatsu.mhlw.go.jp/achv/539.html


静岡県における入院者訪問支援事業の取組について

出典：令和７年度ブロック会議事前課題資料（静岡県）

○ 事業実施にあたり、県と指定都市の圏域をまたがることが想定され
たため、全県で統一された運用ルールを構築。

○ 県と指定都市が合同で推進会議や研修を開催。県が事業実施要綱を
作成し、実施要領は県・指定都市が独自で作成。

○ 様々な事業を通じて日頃から連携のあった精神科病院協会や精神科
看護協会、精神保健福祉士協会等の職能団体に協力を依頼。

○ 既存のネットワークやこれまで培ってきた信頼関係を活用して、事
業を「オールShizuoka」で実施する体制を構築することにつながった。

○ 事業実施に関して、県がリーダーシップを発揮し、直営で事務局の運営や訪問支援員養成研修及び各種会議体の
の開催を行っている。

○ 県内の指定都市の連携体制が整備されており、全県で原則統一された運用で事業を実施している。併せて、既存
のネットワークを活用し、精神科病院や職能団体との協働体制が構築されている。

事業実施体制（令和６年度）

事業実施方法 直営 訪問支援対象者数（実人数） 14名（県、静岡市、浜松市合同）

訪問支援員選任者数 121名（県、静岡市、浜松市合同） 訪問支援総訪問回数（延人数） 17回（県、静岡市、浜松市合同）

※令和６年４月～静岡市／令和６年10月～静岡県・浜松市 訪問支援開始

オール S h i z u o k aの構築 実務者会議（圏域）と推進会議（県）の連動

○ 県内は８圏域（指定都市を含む）に分かれており、各圏域の状況に
合わせた協議を行うため、所管する保健所に事業の事務局を設置。

○ 各圏域で行う実務者会議にて圏域の課題を協議し、その内容を推進
会議に報告することで、現場の声を県全体の課題として協議。

○ 事業により本人のエンパワメントが図られた後に、他の事業や支援
者とつながることが必要となることから、にも包括との連動を意識。
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札幌市における入院者訪問支援事業の取組について

出典：令和７年度ブロック会議事前課題資料（札幌市）

事業実施体制（令和６年度） ※令和６年６月～ 訪問支援開始

医療機関や当事者との協働による事業周知 ニーズを確認しながら事業を構築

○ 推進会議の協議の中で、事業を利用した入院患者や病院の担当職員
に対するアンケート調査の実施が提起。

○ 事業を利用した入院患者のニーズや病院が感じる効果等を把握する
ことで事業評価を実施。

○ 利用者からの評価を踏まえ、実際の訪問活動や各種会議体における
協議を繰り返すことで、PDCAサイクルに沿った事業実施を実現。

○ 先行（試行）実施から推進会議及び実務者会議を活用し課題等を精査。訪問活動における対象者や事業実施フ
ロー等を定め、全市域での実施体制を構築。また、事業を利用した入院患者や病院の担当職員に対してアンケート
調査を実施し、事業評価を行うことで、PDCAサイクルに沿った事業実施を行っている。

○ 医療機関や当事者団体、当事者家族団体、職能団体と連携し、官民共同による事業実施体制を構築している。

事業実施方法 委託（訪問支援活動） 訪問支援対象者数（実人数） 65名

訪問支援員選任者数 22名 訪問支援総訪問回数（延人数） 103回

○ 先行実施の状況を踏まえ、様々な属性の構成員による推進会議や実
務者会議で事業の実施方法や対象者を検討。

○ 全市域での実施に向けて、事業の理解を深めることを目的として、
病院の実務者（医師・看護師・精神保健福祉士等）を対象とした説明
会を開催。行政説明だけでなく、当事者に事業に期待することや、精
神科医師から権利擁護について話をしてもらうことで、事業の必要性
の共有や理解が深まった。
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静岡県・札幌市に共通する取組（関係機関の理解を深めるための働きかけ）

○ 精神科病院をはじめとした関係機関に対する自治体担当者による丁寧な説明（個別訪問・会議体の活用）を行うことで、
事業の趣旨や必要性等の理解を深めるための働きかけを繰り返し実施している。

○ 自治体だけで事業に取り組むのではなく、官民協働による実施体制を構築してしている。

○ 事業の対象者は自尊心低下や孤独感もあり、自らの意志や希望を発信することは難しい状況である可能性もあり、事業を必要としている対象
者に対し、どのように情報が届けられるかが、事業推進に取って大きな要因となる。

○ 市町村や精神科病院をはじめとして、対象者と接する機会がある各関係機関が、事業の目的や必要性を正しく理解し、対象者自身のために活
用できる制度として、事業に関する説明や必要な情報提供が行われることが重要となる。

○ そのためには、各自治体がそれぞれの地域において、事業に関する周知や理解を深めるための働きかけを行うことが期待される。

○ 訪問支援員養成研修の開催に合わせ、各職能団体のほか、市町担当
課、精神科医療機関に対して周知。

○ 非専門職の方に参加を促進するために、県の家族会連合会や県内の
福祉系及び看護系大学に赴き説明。ピアサポーターやボランティアに
ついては各保健所からも周知。

静岡県の取組 札幌市の取組

○ 日常的に医療機関等との連携の機会が多い行政の強みを活かし、事
業の周知や理解を深めることを目的として、積極的に個別訪問を実施。

○ 事業実施にあたっては受託事業者との定期的なミーティングを行う
ことで、事業の課題や方向性について共通認識を持った上で取り組む
ことができた。

両自治体の取組から見える自治体の役割

出典：令和７年度ブロック会議事前課題資料（静岡県・札幌市）
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入院者訪問支援事業の実施に係る自治体の課題等

事業運営・事業展開

医療機関や近隣自治体
（市町村や隣接する都

道府県等）との
連携や周知・広報

都道府県・指定都市
との連携強化

事業の周知・広報

都道府県・指定都市

市区町村

キーワード 背景にある課題・論点

• 訪問支援員の派遣について、モデル実施の実績をふまえ、全県での標準的な実施体制をどのように
確立するか。

• 訪問支援員の人材確保や多様な属性を持つ人々に受講してもらうために、研修の枠組みや募集方法
について、どのような働きかけや工夫をすればよいか。

• 訪問支援員が活動内容に関して相談することができる等のフォローアップ体制をどのように構築す
るか。

• 安定的かつ持続的な事業運営を行うための事務局体制（人材配置や受付時間等）をどのように整備
するか。

• 事業を適切に評価し、必要な予算を確保するための方策をどのように構築するか。

• 支援対象者が事業を利用しやすくなるよう、当該事業の周知を担う市町村の事業に関する理解を深
めてもらうための方策や連携体制をどのように構築するか。

• 支援対象者が事業を利用しやすくなるよう、医療機関と連携し、支援対象者に対して事業の周知等
の協力を得るための体制をどのように構築するか。

• 都道府県・指定都市の圏域をまたぐ対象者に対して、事業を適切に利用してもらうための役割分担
や連携体制をどのように構築するか。

• 事業対象となる入院患者や医療機関に対する事業の理解を深めるために、市町村長同意による面会
機会等を活用した周知や広報について、どのような工夫をすればよいか。

• 事業の実施状況や課題等の必要な情報共有等について、実施主体である都道府県・指定都市との連
携体制をどのように構築するか。 17



入院者訪問支援事業において市町村に期待されること

○ 市町村長同意後の面会時に、入院者に対してリーフレット等を用いて入院者訪問支援事業の紹介を行う。
○ 都道府県等が実施する訪問支援員養成研修の実施や、訪問支援員の派遣に関して協力を行う。
○ 都道府県等の求めに応じて、会議体や打ち合わせ等に参画し、都道府県等及び関係機関との連携を図る。

保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領（抄）

第２部 市町村
第３ 業務
３ 医療保護入院に係る市町村長同意及び同意後の業務
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第二項及び第六項の規定に基づく医療保護入院及びそ
の入院の期間の更新の際に市町村長が行う同意について」（昭和63年６月22日付障発743号発各都道府県知事
あて厚生省保健医療局長通知）中の「五 同意後の事務」に定められているとおり、入院の同意後、市町村の担
当者は、速やかに本人に面会し、その状態を把握することなど、適切に業務を実施すること。また、市町村長
同意による医療保護入院者等を中心として、第三者による支援が必要と考えられる者に対し、傾聴や生活に関
する相談、情報提供等を役割とした訪問支援員を派遣するものとして法第35条の２において入院者訪問支援事
業が法定化された。都道府県等が本事業を実施している場合においては、市町村長同意後の入院者との面会時
にリーフレット等を用いて本事業について紹介するほか、本人が本事業の利用を希望した際には、訪問が速や
かに実施されるように都道府県等と連携を図ること。

• 事業の周知（庁舎内にポスターを掲示する・入院患者等にリーフレットの配布する等）
• 訪問支援員養成研修の講師・ファシリテーターとして職員を派遣する、開催案内の周知等
• 推進会議・実務者会議への参加 等

市町村が行う協力（例）
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